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7.労災保険　―仕事中にケガをしたら
⑴　すぐ病院へ
　仕事中または仕事の行き帰りに、あるいは宿舎施設の不備

で事故にあい負傷した場合は、ほとんどが労働災害になります。

　すみやかに現場監督や事業主に負傷したことを伝えて、事

業所の人といっしょに近くの病院で治療を受けてください。

⑵　たいしたことがないと思っても、必ず報告を
　あとで痛んできたり、骨が折れていたりする事もあります。

言いだしにくいかもしれませんが、現場の監督（責任者）に

事故を報告し、「少し様子をみてみるが、具合が悪くなったと

きにはよろしく」と言ってください。その際、監督の名前を

聞いておくことが大切です。

⑴　労災で治療を受けるため

には、事業主（元請の場合

が多い）から現認書（様式
5 号）を発行してもらい、

それを労災指定病院へ提出。
※通勤災害の場合は様式 16 号の

3を提出

⑵　病院を変わるときは、事

業主から転院書（様式 6 号）
の発行を受けてください。

　　特に、出張など遠方でケ

ガをして、大阪へ帰ってく

る場合には、必ず転院書を

もらってきてください。

　転院書がなければ労災で

病院にかかれません。
※通勤災害の場合は様式16号の 4

療養補償

転院書
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※通勤災害の場合は、様式 16 号の 6

15
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労働福祉係まで相談

してください。
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【平均賃金算出方法】

ケガをした前日までの賃金で算出する

雇用の形態 平　均　賃　金 休業補償給付

イ
日　　雇

受傷前日から以前1ヶ月間の賃金総額 
×  

73

　　その間の労働日数　　　  100 

平均賃金×0.6

と

平均賃金×0.2

（休業特別支給金）

の合計額⇒

結果として

平均賃金×0.8

ロ
契　　約

就労初日から受傷前日までの賃金総額 
  

　　 その間の総日数

ハ
2 週間未満
で全日働い
ていた場合

就労初日から受傷前日までの賃金総額 
× 

6

　　 その間の総日数　　　 　  7 

ニ
常　　雇

前3ヶ月間の総賃金

前3ヶ月間の暦の総日数

※イ ロ ニ は労働基準法での平均賃金算出方法で、労災保険法でも使用、ハは、

労災保険法だけの平均賃金算出方法です。

　ロでは、平均賃金の最低保障額あり。
賃金総額

労働日数
× 60％か 4,250 円

（2025 年 8 月 1 日以降の自動変更対象額）

くわしくは、労働福祉係まで




